
蒲郡市次世代自動車購入費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地球温暖化対策の一環として、クリーンエネルギー利用を積

極的に支援するため、次世代自動車を購入等する者に対し、予算の範囲内におい

て交付する蒲郡市次世代自動車購入費補助金（以下「補助金」という。）に関し、

蒲郡市補助金等交付規則（昭和３８年蒲郡市規則第１７号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 検査済自動車 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第６０条第１

項に規定する自動車検査証の交付を受けた自動車をいう。 

⑵ 次世代自動車 燃料電池自動車及び電気自動車をいう。 

⑶ 燃料電池自動車 水素を燃料とし、搭載された燃料電池によって駆動する電

動機を原動機とする検査済自動車をいう。 

⑷ 電気自動車 搭載された電池によって駆動する電動機を原動機とし、内燃機

関を併用しない４輪以上の検査済自動車をいう。 

⑸ 初度登録 道路運送車両法第４条に規定する自動車登録ファイルに初めて登

録することをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、

次の各号のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 自ら使用し、又は自らの事業に使用する目的で次世代自動車を購入又は４年

以上のリース（サブスクリプションを含む。以下同じ。）契約の締結をした者で

あって、補助金の交付を受けようとする年度の４月１日以後に、当該自動車を

初度登録する個人又は法人であること。 

⑵ 個人にあっては、初度登録をする時点から引き続き市内に住所を有し、かつ、

当該次世代自動車の自動車検査証に当該個人が使用者として記載されているこ

と。 

⑶ 法人にあっては、初度登録をする時点から引き続き市内に本社、支社、支店



又は営業所等を置き、かつ、当該次世代自動車の自動車検査証に当該法人が使

用者として記載されていること及び自動車検査証に記載されている使用の本拠

地が市内であること。 

⑷ 市税及び国民健康保険税（延滞金を含む。以下「市税等」という。）の滞納が

ないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員

又は暴力団員ではないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団と関係を持ちなが

ら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者は、補助の対象とし

ない。 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」と

いう。）に１００分の１０を乗じて得た額とし、１台当たりの上限額は、次の各号

に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 燃料電池自動車 ３０万円 

 ⑵ 電気自動車 ５万円 

２ 前項の規定により算出された額に１，０００円未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てるものとする。 

３ 補助対象経費は、車両本体価格（消費税及び地方消費税を除く。）とする。ただ

し、車両本体価格の値引きがある場合は、当該値引き後の価格とする。 

 （交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助金の

交付を受けようとする年度の３月３１日までに、蒲郡市次世代自動車購入費補助

金交付申請書（第１号様式）に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 

⑴ 自動車検査証の写し 

⑵ 購入による場合は車両販売店が発行した領収書の写し（ローンによる支払の

場合は、ローン契約書の写し）、リース契約による場合は賃貸借契約書その他の

契約内容（契約者、契約期間、リース料総額、車両情報等）が確認できる書類

の写し 

⑶ 次世代自動車の車両本体価格が明記されている書類の写し 



⑷ 個人にあっては申請者の住民票の写し（申請日前２か月以内に発行されたも

の）又は住所が確認できるものの写し（運転免許証等の写し）、法人にあっては

履歴事項全部証明書の写し（申請日前２か月以内に発行されたもの） 

⑸ 市税等において滞納がないことを調査するための同意書（第２号様式） 

⑹ その他市長が必要と認めたもの 

２ 補助金の交付は、同一の補助対象者につき、燃料電池自動車及び電気自動車そ

れぞれ１台に限る。ただし、当該自動車の購入完了日から起算して５年を経過し

たときは、この限りでない。 

３ 市長は、第１項の交付申請書を先着順に受付を行い、予算の範囲を超えるとき

は、受付を締め切ることができる。 

（交付の決定） 

第６条 市長は、前条第１項の規定による申請を受け付けたときは、その内容を審

査し、必要に応じて調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、

その旨を蒲郡市次世代自動車購入費補助金交付決定通知書（第３号様式）により

速やかに当該申請者に通知しなければならない。 

（実績報告及び補助金額の確定） 

第７条 規則第１３条の規定による実績報告及び規則第１４条の規定による補助金

額の確定通知については、第５条の規定による交付申請及び前条の規定による交

付決定の通知をもってなされたものとみなす。 

（補助金の請求及び交付） 

第８条 第６条の規定による補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」と

いう。）は、速やかに蒲郡市次世代自動車購入費補助金交付請求書（第４号様式）

を提出し、市長はこれに基づき補助金を交付するものとする。 

（申請の取下げ） 

第９条 補助事業者は、補助金の交付の申請を取下げようとするときは、速やかに

蒲郡市次世代自動車購入費補助金交付申請取下書（第５号様式）を市長に届け出

なければならない。 

（財産の処分の制限） 

第１０条 補助事業により取得した次世代自動車（以下「補助対象自動車」という。）

については、４年以内において、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に

反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又はリース契約を解約



してはならない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、

この限りでない。 

⑴ 天災による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外の事由により補助対象自

動車を処分するとき。 

⑵ 初期不良又は故障により補助対象自動車を買い替え、又は処分するとき。 

⑶ その他市長が認めたとき。 

２ 市長は、前項の承認をしようとする場合において、交付した補助金のうち処分

時から補助対象自動車取得後４年間が経過するまでの期間に相当する分を返還さ

せるとともに、市長の承認を受けて補助対象自動車を処分したことにより収入が

あったときは、交付した補助金の額の範囲内で、その収入額の全部又は一部を市

に納付させることができる。 

（交付決定の取消し） 

第１１条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 不正の手段により補助金を受けたとき。 

⑵ 補助金交付の条件に違反したとき。 

⑶ 第９条の規定による交付申請の取下げの届出があったとき。 

⑷ その他市長が不適当と認めたとき。 

（補助金の返還） 

第１２条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係

る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を

定めてその返還を命ずるものとする。この場合における当該補助金の返還に係る

加算金及び遅延利息については、規則第２０条の規定を適用する。 

（補助金の経理） 

第１３条 補助事業者は、補助金に係る経理についてその収支事実を明確にした帳

簿及び証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助金の交付を受けた年度の終

了後５年間保存しなければならない。 

（雑則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 



附 則 

この要綱は、令和３年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


